
様式第５号（第６条関係） 

個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 境界確定書 

市の機関名  

及び所管部課名 

橿原市長 

都市マネジメント部 建設管理課 

個人情報取扱事務名  道路、法定外公共物との境界確定に関する事務 

利用目的 道路、法定外公共物（里道、水路等）の境界を確定するため。 

記録項目 
１氏名 ２住所 ３電話番号 ４本籍 ５続柄 ６生年月日 

７死亡年月日 ８登録印鑑 

記録範囲 境界確定申請書を提出した者 

収集方法 本人から提出された申請書 

要配慮個人情報の有無 □ 有  ・  ■ 無 

記録情報の経常的提供先 
－ 

－ 

開示請求等を受理する 

組織の名称及び所在地 

橿原市 総務部 市民窓口課 情報公開室 

〒634-8509 奈良県橿原市内膳町1-1-60 

訂正及び利用停止に関する他の

法令の規定による特別の手続等 
－ 

個人情報ファイルの種別 

■法第６０条第２項第１号 

（電子計算機処理ファイル） □法第６０条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 政令第２１条第７項に該当する

ファイルの有無  

 ■有 ・ □無 

備   考 － 

 



様式第５号（第６条関係） 

個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 境界確定申請書 

市の機関名  

及び所管部課名 

橿原市長 

都市マネジメント部 建設管理課 

個人情報取扱事務名  道路、法定外公共物との境界確定に関する事務 

利用目的 道路、法定外公共物（里道、水路等）の境界を確定するため。 

記録項目 
１氏名 ２住所 ３電話番号 ４本籍 ５続柄 ６生年月日 

７死亡年月日 ８登録印鑑 

記録範囲 境界確定申請書を提出した者 

収集方法 本人から提出された申請書 

要配慮個人情報の有無 □ 有  ・  ■ 無 

記録情報の経常的提供先 
－ 

－ 

開示請求等を受理する 

組織の名称及び所在地 

橿原市 総務部 市民窓口課 情報公開室 

〒634-8509 奈良県橿原市内膳町1-1-60 

訂正及び利用停止に関する他の

法令の規定による特別の手続等 
－ 

個人情報ファイルの種別 

■法第６０条第２項第１号 

（電子計算機処理ファイル） □法第６０条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 政令第２１条第７項に該当する

ファイルの有無  

 ■有 ・ □無 

備   考 － 

 



様式第５号（第６条関係） 

個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 道路占用工事許可申請書 

市の機関名  

及び所管部課名 

橿原市長 

都市マネジメント部 建設管理課 

個人情報取扱事務名 
 道路、法定外公共物、行政財産の占用、使用、工事許可等に関する

事務 

利用目的 道路の占用、工事許可を行うため。 

記録項目 

１氏名 ２住所 ３電話番号 ４占用の目的 ５占用場所 

６占用の物件 ７占用の期間 ８占用物件構造 ９工事の期間 

１０工事実施方法 

記録範囲 道路占用工事許可申請書を提出した者 

収集方法 本人から提出された申請書 

要配慮個人情報の有無 □ 有  ・  ■ 無 

記録情報の経常的提供先 
－ 

－ 

開示請求等を受理する 

組織の名称及び所在地 

橿原市 総務部 市民窓口課 情報公開室 

〒634-8509 奈良県橿原市内膳町1-1-60 

訂正及び利用停止に関する他の

法令の規定による特別の手続等 
－ 

個人情報ファイルの種別 

■法第６０条第２項第１号 

（電子計算機処理ファイル） □法第６０条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 政令第２１条第７項に該当する

ファイルの有無  

 ■有 ・ □無 

備   考 － 

 



様式第５号（第６条関係） 

個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 法定外公共物使用工事許可申請書 

市の機関名  

及び所管部課名 

橿原市長 

都市マネジメント部 建設管理課 

個人情報取扱事務名 
 道路、法定外公共物、行政財産の占用、使用、工事許可等に関する

事務 

利用目的 法定外公共物の使用、工事許可を行うため。 

記録項目 
１氏名 ２住所 ３電話番号 ４使用の目的 ５使用の場所  

６面積 ７使用期間 ８工事の施工期間及び方法 

記録範囲 法定外公共物使用工事許可申請書を提出した者 

収集方法 本人から提出された申請書 

要配慮個人情報の有無 □ 有  ・  ■ 無 

記録情報の経常的提供先 
－ 

－ 

開示請求等を受理する 

組織の名称及び所在地 

橿原市 総務部 市民窓口課 情報公開室 

〒634-8509 奈良県橿原市内膳町1-1-60 

訂正及び利用停止に関する他の

法令の規定による特別の手続等 
－ 

個人情報ファイルの種別 

■法第６０条第２項第１号 

（電子計算機処理ファイル） □法第６０条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 政令第２１条第７項に該当する

ファイルの有無  

 ■有 ・ □無 

備   考 － 

 


